
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

□ 平日利用   □ 土曜日利用 （ 12：00 以降書類提出です ） 

□ 早朝保育 □ 夕方保育（16：30 以降） □ 延長保育（18：30 以降） 

＊残業日のみ利用します       □ 夕方保育  □ 延長保育 

                    ・ 月    回程度  

早朝保育利用時間 ：    ～ 

夕方保育 ：     迄 

勤務状況 

父 
勤務時間    ：  ～  ：   

       通勤時間      分 

母 
勤務時間    ：  ～  ：   

       通勤時間      分 

利用時間 
 

勤務証明にあわせて園で記入します。 

        ：     ～     ： 

平成  年度早朝・夕方・延長保育申し込み書 

* 保護者の方の通勤時間・勤務時間が利用時間となります。（私用での利用はご遠慮ください。） 

* 保護者のどちらかが勤務でない場合 

平日が休日の場合、早朝・夕方保育の利用はお断りいたします。（平常保育 8：30～16：30まで） 

土曜日休日の場合、家庭保育にご協力いただいております。利用の場合 12時までの保育といたします。 

* 勤務先が変更の場合、必ずスタッフに連絡し 新たに申し込み・勤務証明書を提出していただきます。 

* 保護者の方が急な残業でお子さまの保育時間を過ぎる場合や送迎者が異なる場合は必ずご連絡ください。 

* 18：30以降は利用料がかかります。1回での利用は、お迎え時に徴収ですので、釣銭のないようにご用

意ください。 

北花田こども園  

利 用 開 始 日   

平成   年  月   日 

    保護者氏名                 印  園児との続柄      

＜園児氏名＞ 

     組                        組              

     組                  


